
令和８年１月 19 日 

物流・自動車局 旅客課 

 

「完全キャッシュレスバス推進協議会」を設立します！ 
～完全キャッシュレスバスの普及・促進～ 

 

国土交通省は、バス事業者の厳しい経営状況を改善するため、完全キャッシュレスバス
を強力に推進する「完全キャッシュレスバス推進協議会」を設立し、１月 21 日（水）に
第１回協議会を開催いたします。 

 深刻な運転士不足や、バス事業者の多くが赤字事業者であること等を背景に、路線の減便や事業者の廃

業も生じるなど、バスネットワークは危機的な状況にあり、国民の生活基盤に深刻な影響を与えています。 

極めて厳しい経営状況にあるバス事業者の経営改善・運転士の負担軽減に大きな効果のある、「完全 

キャッシュレスバス」に関する取組の加速化・検討の深化に向けて、国土交通省とバス事業者等が情報を

共有するとともに、協力体制を構築し、完全キャッシュレスバスの運行を後押しするため、「完全キャッシュ

レスバス推進協議会」を設立し、下記のとおり第 1 回協議会を開催いたします。 

 

記 

１．日時：令和８年１月 21 日（水) 10 時～12 時 

２．場所：中央合同庁舎第２号館 12 階 国土交通省 国際会議室 

３．議題：（１）キャッシュレス化に係る現状と課題について 

（２）一般乗合旅客自動車運送事業者におけるキャッシュレス化への取組状況について 

（３）今後の検討の進め方について 

（４）その他 

４．会員：別紙のとおり 

５．その他 

〇会議については非公開ですが、報道関係者に限り、会議冒頭（議事に入るまで）のみ会場での 

カメラ撮りが可能です。冒頭撮影を希望される方は１月 20日（火）16 時までに、下記フォーム

よりお申込みください。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHnszZFsA028z7Rz1aWXoth1Wy9-

pLxBqvTWvigWhe9UNDhIWU42T0JWV1c3VFFYSjVCSThDUFJJRy4u 

 ○資料及び議事概要については、後日、国土交通省のホームページにて公開します。 

  なお、議事内容の都合上、資料の一部については非公表といたします。 

  https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_cashlessbus.html 

【お問合せ先】代表:03-5253-8111 内線:41204、41233 直通:03-5253-8568 

 物流・自動車局 旅客課 日下部、吉見、新元 


